
※歯科相談があります（16日津田保健センターのみ） 

【問】街角の年金相談センター高松オフィス　☎（087）811-6020（平日8：30～17：15）
市役所本庁２０３会議室６月１７日（火）１０：００～１５：００

【問・申】高松東年金事務所お客様相談室　☎（087）804-0508（平日8：30～17：15）
長尾公民館講座室①６月２４日（火）１０：００～１５：００

年金相談（予約制）
基礎年金番号がわかるものなどをお持ちください。（代理人の場合は委任状が必要となる場合があります）

保
健
だ
よ
り

月6

【問】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

【問・申】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

24日 12：40～13：45受付
※少人数に分けてご案内します 津田保健センター 令和７年２月生まれ火

●3～4か月児健診

19日 12：40～13：45受付
※少人数に分けてご案内します 津田保健センター 令和３年11月生まれ木

●3歳児健診

令和４年11月生まれ市内委託医療機関にて受診6月
●2歳児歯科健診

成人の希望者13：20～14：00
  　9：30～11：00

水
月

津田公民館北山分館
志度保健センター

18日
30日

●健康相談（保健師による相談：血圧測定、尿検査ができます。）

●健康・栄養相談（保健師、管理栄養士による個別相談）
金6日 寒川庁舎 希望者（予約制）14：00～16：00

乳幼児・妊産婦の希望者
　9：30～11：00
  9：30～11：00
　9：30～11：00

火
月
水

志度公民館
津田保健センター ※　
長尾公民館

10日
16日
25日

●乳幼児相談（身長･体重測定、育児相談、栄養相談）・妊産婦相談

【問】高松東年金事務所　☎（087）861-3866

日本年金機構からのお知らせ

国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定免除）、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間
がある場合、老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。
　将来受け取る額を増やすために、免除等期間の保険料については１０年以内であればさかのぼって納め
ること（追納）ができます。
　追納のお申し込みを希望される方や相談については下記までご連絡ください。

　『さぬき市食生活改善推進協議会』の会員養成講座を開催します。
　食事や健康に対する正しい知識を身につけ、自分や家族の健康について一緒に考えてみませんか。

受講対象

開催場所

受 講 料

受講後さぬき市食生活改善推進員として活動のできる方 できるだけすべての講座に参加できる方

さぬき市津田保健センター

2，000円（調理実習代）
※初日に集金します

受講定員

申込期間

15名

5月20日（火）～6月12日（木）※土・日曜日は除きます

『食生活改善推進員養成講座』参加者募集

開講式・オリエンテーション
調理実習「単身者のバランスのとれた食事」、講義「食品衛生・食品添加物について」
調理実習「子育て世代のバランスのとれた食事」、講義｢健康・食育指針について｣
調理実習「高齢者の低栄養を防ぐ食事」、講義・実技「身体活動・運動」
調理実習「肥満が気になる人の食事」、講義「献立作成・栄養価計算」
講義「生活習慣病について考えてみよう」、講義「支部活動の紹介」等
閉講式・まとめ

講 座 日
  6月26日（木）
  7月10日（木）
  ７月24日（木）
  ７月31日（木）
  ９月１１日（木）
  ９月２５日（木）
１０月 ９日（木）

令和７年度さぬき市食生活改善推進員養成講座日程表

1
2
3
4
5
6
7

【6月は「かがわ食育月間」です】
香川県は野菜の摂取量が、約100グラム不足しています。
一日350グラムを目指して、野菜料理を1品増やすように心がけましょう。

【問】さぬき市　子育て支援課　☎(0879)26-9905　国保・健康課　☎(0879)26-9908

◆（お願い）出生届け時に市役所または寒川庁舎の窓口でお渡ししている、『出生児連絡届』
を必ず提出してください。

「こんにちは赤ちゃん訪問事業」民生委員児童委員が訪問します！
乳児（生後４か月頃まで）のいるご家庭に、お住まいの地区の民生委員・児童委員が、誕生

おめでとうの気持ちとともに記念品をお届けします。育児に関する不安や悩みの相談にも応
じています。

子どもを健やかに育むために～愛の鞭ゼロ作戦～

ちょっとした不安、困ったとき、ひとりで悩まずご相談ください。
「子育てについての不安」
「配偶者、パートナーからの暴力、夫婦に関する問題」
「経済的な問題や病気などで養育が困難である」など

　子育てにおいて、しつけと称して、叩いたり怒鳴ったりすることは、子どもの成長の助けにならないばかり
か、悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。以下のポイントを心がけながら、子どもに向き合いましょう

子育てに
体罰や暴言を使わない

子どもが親に恐怖心を持つと
SOSを伝えられない

爆発寸前のイライラを
クールダウン

親自身が
SOSを出そう

子どもの気持ちと行動を
分けて考え、育ちを応援 詳しくはこちら▶

こんにちは！家庭児童相談室です

【問】子育て支援課　家庭児童相談室　☎（0879）26-9933　9：00～16：00

内容〔開催時間　10：00～15：00（受付 9：50～10：00）〕

子育て／健康
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